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水道施設緊急対応及びポンプ・水質計器保守点検業務委託公募型プロポーザル評価選考要領 

 

１ 目的 

本要領は、水道施設緊急対応及びポンプ・水質計器保守点検業務委託公募型プ

ロポーザルにおける受注候補者、次席者の選考について必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

２ 評価方法 

(1) 秩父広域市町村圏組合水道施設緊急対応及びポンプ・水質計器保守点検業

務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）は、本要領に基づ

いて第一次審査及び第二次審査を行う。 

(2) 第一次審査においては、各参加者の実績について事務局にて本要領に記す

配点に基づき採点を行い各選定委員に採点結果を報告した上で、選定委員会

は評価点合計上位３者程度を一次審査通過者として選定する。ただし、第一

次審査の評価点が３５点に満たない者は選定しない。 

(3) 選定委員会は第二次審査において、プレゼンテーション及びヒアリングを

経て、技術提案書について本要領に記す配点に基づき採点を行い、第二次審

査の評価点合計が最高の者を「受注候補者」、２位を「次点者」として選定

する。  

ただし、第二次審査の評価点が７０点に満たない者は受注候補者として選

定しない。なお、第一次審査における審査結果（採点）は、第二次審査に持

ち越さないものとする。 

(4) 選定委員会は受注候補者及び次点者の選定結果を管理者に報告する。 

 

３ 第一次審査評価基準 

提出された第一次審査に関わる参加表明書に記載された実績等について、次

の項目を評価する。 

評価項目 評価基準 配点 

 

 

企業の信頼性 

・自己資本比率 

・経常利益の黒字期間（直近３事業年度） 

５ 

 

・プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネ 

ジメントシステム（ISMS）の認証を取得し、個人情報の漏

洩、滅失、き損または改ざんの防止その他の個人情報

の適正な保護及び管理のために必要な措置を講ずる

ことができる。 

５ 
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他の地方公共団

体等での業務実

績 

・過去１０年間に日本国内 における 他の地方公共団体 

等の水道施設運転管理業務において、凝集沈殿によ 

る急速ろ過方式の施設（処理能力 10,000 ㎥/日以上） 

の施設の運転管理業務を元請負で 1 年以上継続して 

実施した実績 

２０ 

業務統括責任者

の実務経験 

・業務統括責任者の同等施設又はそれを超える規模の

施設の運転実務経験年数 
１５ 

配置予定人員 ・配置予定人員数 ５ 

計 ５０ 

(1) 企業の信頼性  

①自己資本比率・経常利益の黒字期間（直近３事業年度）【５点】   

企業の自己資本状況、経常利益の黒字期間（直近３事業年度）について評

価を行う。 

評価点は、配点に評価ウェイトを乗じた点数とする。 

自己資本比率・経常利益の黒字期間 

（直近３事業年度） 

評価ウェイト 

３事業年度 １．０ 

２事業年度 ０．７５ 

１事業年度 ０．５ 

黒字期間なし   ０ 

  

②プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）【５点】 

個人情報の漏洩、滅失、き損または改ざんの防止その他の個人情報の適正な保

護及び管理について評価を行う。 

評価点は、配点に評価ウェイトを乗じた点数とする。 

 

 

評価ウェイト 

極めて高い １．０ 

高い ０．７５ 

普通 ０．５ 

低い   ０ 

 

(2) 他の地方公共団体等での業務実績【２０点】 

 他の地方公共団体等での業務実績について評価を行う。 

 評価点は、配点に評価ウェイトを乗じた点数（小数点以下第２位を四捨五

入し、小数点第１位までとする。）とする。  
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実績件数 評価ウェイト 

５件 １．０ 

４件 ０．８ 

３件 ０．６ 

２件 ０．４ 

１件 ０．２ 

 

 (3) 業務統括責任者の実務経験【１５点】 

業務統括責任者の同等施設又はそれを超える規模の施設の運転実務経験に

ついて評価を行う。 

   評価点は、配点に評価ウェイトを乗じた点数（小数点以下第２位を四捨五

入し、小数点第１位までとする。）とする。 

実務経験年数 評価ウェイト 

１０年以上 １．０ 

６～９年 ０．７５ 

５年 ０．５ 

 

 (4) 配置予定人員【５点】 

緊急対応時における配置予定人員について評価を行う。 

   評価点は、配点に評価ウェイトを乗じた点数（小数点以下第２位を四捨五

入し、小数点第１位までとする。）とする。 

配置人員数 評価ウェイト 

８人以上 １．０ 

６人 ０．８ 

４人 ０．６ 

２人以下 ０ 

 

４ 第二次審査評価基準 

第一次審査通過者から提出された二次審査に関わる技術提案書及びプレゼン

テーション・ヒアリングについて、次の項目を評価する。 

評価項目 評価基準 配点 

 

業務実施方針 
 

・業務の理解度 １０ １０ 

【テーマ１】 
緊急対応業務 ・緊急対応（連絡体制・警報対応・復旧作業） １０ ２５ 
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【テーマ１】 
緊急対応業務 

 

・適正な人員配置及び有資格者の配置 ４ 

・人員の欠員が出た場合の対応 ３ 
・契約終了後に次の受注事業者にスムー

ズに業務移管ができる体制 ２ 

・労働者の適切な労働条件 ２ 

・従業員の教育体制、研修等 ２ 

・安全衛生管理の取組 ２ 

【テーマ２】 
ポンプ保守点

検業務 

・施設及び設備機器等の点検・修繕 
・修繕計画、更新計画の提案 ２０ ２０ 

【テーマ３】 
水質計 器保守

点検業務 

・施設及び設備機器等の点検・修繕 
・修繕計画、更新計画の提案 ２０ ２０ 

【テーマ４】 
災害等（感染症

等含む）応援対

応 
 

・災害時における組織、人員体制、連絡体

制 ５ ５ 

 
価格提案 

・価格提案書における提案価格から、一定

の算出方法によって点数化 ２０ ２０ 

計 １００ 
 

(1) 業務実施方針【１０点】 

提案された技術提案書、プレゼンテーション及びヒアリングの内容を踏まえ、 

選定委員の主観的評価により総合的に判断を行う。 

評価点は、業務の理解度や業務実施にあたっての基本方針について評価し、 

配点に評価ウェイトを乗じて得た各選定委員の評価点を平均して算出した点

数（小数点以下第２位を四捨五入し、小数点第１位までとする。）とする。 

 

①業務の理解度（１０点） 

評価項目 評価基準 
評価ウェイト 

１．０ ０．８ ０．６ ０．４ ０ 

業務の理解度 業務の理解度について、総

合的に評価する。 

極めて

高い 

高い 普通 やや低

い 

低い 
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 (2) 評価テーマに対する技術提案【７０点】 

提案された技術提案書、プレゼンテーション及びヒアリングの内容を踏まえ、

テーマごとに選定委員の主観的評価により総合的に判断を行う。 

評価点は、的確性※1、実現性※2についてそれぞれ評価し、配点に各評価ウェ

イトの平均値を乗じて得た各選定委員の評価点を平均して算出した点数（小数

点以下第２位を四捨五入し、小数点第１位までとする。）とする。 

 

評価項目 評価基準 
評価ウェイト 

１．０ ０．８ ０．６ ０．４ ０ 

評価テーマに

対する技術提

案 

各テーマについて、その

的確性、実現性を考慮し

て総合的に評価する。 

極めて

高い 

高い 普通 やや低

い 

低い 

※1 的確性：与条件との整合性がとれているか 

※2 実現性：提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案になっ

ているか  

 

(3) 価格提案【２０点】 

 提出された価格提案書に記載された価格（消費税及び地方消費税相当額を

含む額）について、次の算出式により評価点を算出するものとする（小数点

以下第２位を四捨五入し、小数点第１位までとする。）。 

 また、最高見積額は、実施要領２（５）に掲げる提案上限額（以下「提案上

限額」という。）以内であることとし、提案上限額を超える見積額であった場

合は、失格とする。 

【算出式】 

価格評価点＝ ２０点×（Ａ／Ｂ） 

Ａ：最低提案価格 Ｂ：提案価格 

 

５ 受注候補者、次席者の選定 

第二次審査の評価点合計の最も高い者を受注候補者、第２位の者を次点者と

する。 


